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自然エネルギーによる持続可能な社会の構築に向けた提言 

～自然エネルギーによる強靭なまちづくり～ 
 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

指定都市 自然エネルギー協議会 

 

指定都市は、約２，７５０万人の市民を抱えるエネルギーの大消費地として、 

地球温暖化対策、自然エネルギーの最大限の導入、スマートコミュニティの構築 

などに取り組み、持続可能な脱炭素社会を次世代へとつないでいく使命がある。 

また、今般、西日本を中心に降り続いた記録的な豪雨により未曾有の被害が発生

したが、国土強靭化の視点から、このような災害に対しても適切に対応できるよう、

災害時にもその機能を維持することが可能な都市を構築する責務がある。 

 

パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前の２℃未満に抑え、２１世紀

後半には温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としており、２０２０年

以降の実施に向け、２０１８年はその運用ルールを採択するＣＯＰ２４、２０１９

年には日本でのＩＰＣＣ総会及びＧ２０の開催を目前に控えている。さらには国連

で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧＧ） を達成するためにも、我が国の脱炭

素化の実現に向けた自然エネルギーの最大限の導入は待ったなしの状況となって

いる。 

 

このような状況の下、先般、第５次エネルギー基本計画が閣議決定されたが、自

然エネルギーの主力電源化という表現を入れつつも、電源構成の変更が行われなか

ったことは大変残念である。自然エネルギーを我が国の主力電源とするためには、

まずは高い導入目標を掲げることが重要である。 

 

また、昨年度に、（ 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」において、自然

エネルギーの導入拡大に向けた 関係府省庁連携アクションプラン」に加え、  

 水素基本戦略」が決定されたことに対して、期待を寄せるところであり、今後と

もその司令塔機能を活用し、速やかに各府省庁が連携して、着実に推進していくこ

とを要望するところである。 

 

我々（ 指定都市（自然エネルギー協議会」は、今後も、パリ協定の着実な実現に

向け、国と一体となり自然エネルギーの意欲的な導入を図り、『持続可能な社会の

構築（～自然エネルギーによる強靭なまちづくり～』を進めていくため、提言する。 
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提言１．自然エネルギーの最大限の導入に向けた目標値の設定 

第５次エネルギー基本計画では、２０３０年の自然エネルギーの電源構成比

率２２％から２４％程度を維持し、当該比率の実現とともに、確実な主力電源化

への布石としての取組を早期に進めるとしている。 

主力電源化と表現したことは、自然エネルギーの重要性を位置付けるものと

して一定の評価ができるが、主力電源化を目指すのであれば、当該比率はあまり

にも低いと言わざるを得ない。 

脱炭素化の実現に向けて化石燃料への依存度を低減するためにも、自然エネ

ルギーの電源構成比率について、同計画の２２％から２４％程度の見通しにと

どまらず、３０％程度とする主力電源化と言うにふさわしい積極的な目標値を

示すこと。 

 

 

提言２．自然エネルギーの最大限の導入に向けた対策 

＜１．脱炭素化と自然エネルギーの普及拡大＞ 

第５次エネルギー基本計画では、新たなエネルギー選択として２０５０年

に向けエネルギー転換・脱炭素化への挑戦を掲げている。 

そのため、エネルギーの効率化を図りつつ、自然エネルギーの普及に活用

するため、脱炭素化に向けたカーボンプライシングのあり方の検討など、社

会構造全体にわたる新たなイノベーションの創出と普及に省庁連携して取り

組むこと。 

 

＜２．地産地消型の分散型エネルギーの普及拡大＞ 

１ 平時の脱炭素化だけではなく、災害時のエネルギーセキュリティの確保

といった防災の観点も踏まえ、系統に接続した分散型エネルギーに加え、

系統に接続していない状態Ｓオフグリッド での地産地消型の自然エネル

ギーの導入についても関係省庁が横断的かつ、積極的に地域特性に応じた

柔軟な支援を行うこと。 

Ｓ１ エネルギーの効率的な利用に向けた支援の強化 

大型蓄電池、エネルギーマネジメントシステム（ＳＭＳＤ 、バーチ

ャルパワープラント（ＳＰＰＰ 、ゼロエネルギーハウス・ゼロエネル
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ギービル（ＳＥＭ （・ＥＭＢ 、自動車からの外部給電（ＳＰtoＸ など 

Ｓ２ 未利用熱やコージェネレーションシステムの普及拡大に向けた支援

の強化 

排熱、太陽熱、地中熱、下水熱の有効利用、熱導管を含めた熱利

用システムの実証・導入など 

Ｓ３ イノベーションの実現に向けた技術開発への支援 

 

２ （都市部においては、将来的にも中小規模の太陽光発電が分散型電源とし

て有力なエネルギー源となるため、積極的な財政的・技術的支援を行うこ

と。 

Ｓ１ 太陽光発電設備や余剰電力を有効利用するための蓄電池、ＭＳＤ等

の複合的な活用など、自然エネルギーを効率的・効果的に導入する

際に活用しやすい支援 

Ｓ２ 太陽光発電設備や蓄電池を長年にわたり運用することは、継続的に

自然エネルギーの利用を維持するために不可欠であるため、維持管

理や設備更新に対する支援 

 

３ 生ごみバイオマス、下水汚泥、建築廃材などのバイオマス発電や一部の

都市における洋上風力、潮汐発電は導入ポテンシャルも高いことから、そ

れらの資源を最大限活用するため、海面利用の法制化や規制緩和などの地

域の特性に応じた取り組みの支援に努めること。 

 

４ 森林環境の保全は、地球温暖化対策や地域活性化に資することはもとよ

り、集中豪雨による土砂災害の未然防止や緩和など、防災面でも重要な役

割を果たしている。一方、国土の約７割を森林が占める我が国は、まだそ

の資源を活かしているとは言い難い。地域の資源を最大限に活用し、森林

の多面的な機能を持続的に発揮させるため、また、林業を支える担い手の

長期的な育成にもつながるよう、地域特性も踏まえ、木質バイオマスの利

用拡大について財政的、技術的な支援を行うこと。 

Ｓ１ 未利用木材の収集システムの構築 

Ｓ２ 木質バイオマスボイラー・熱電併給システムやチップ製造施設等の
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バイオマス関連施設の整備、国産の低コストで高効率な機械の開発

及び導入 

Ｓ３ 地域での熱電併給を促進するため、地産地消型の小規模な木質バイ

オマス熱電併給施設の導入、熱利用や自立型電源の確保に対する支

援 

 

＜３．ＦＩＴ制度の適切な運用＞ 

１ 自然エネルギーの大量導入に向け、ＦＩＴ制度の顕在化した課題Ｓ未稼

働案件、賦課金の増大など 解決のため、アクションプランを策定し大き

く踏み出した。更なる自然エネルギーの拡大のため、国民の理解を得られ

るよう、引き続き制度の改善に努めること。 

 

２ 大規模太陽光発電施設や一般木質バイオマス等の入札については、ＦＩ

Ｔ制度からの自立化を促進し、国民負担の更なる軽減となるよう制度を拡

大するとともに、制度の運用において地域の自然エネルギーの普及を妨げ

ないよう実施すること。 

 

３ 第５次エネルギー基本計画において、住宅用Ｓ１０ｋＷ未満 太陽光発

電設備の余剰電力買取期間満了が大量に発生する ２０１９年問題」に対

し、自家消費や小売事業者との相対契約等での余剰電力売電といった方法

が示された。 

Ｓ１ 官民一体となった広報・周知を徹底すると明記されたとおり、国民

に期間満了及び満了後の選択肢を分かりやすく説明することや安心

して切り替えられるための施策を検討すること。 

   特に、買取期間満了に関する周知については国民に混乱が生じない

よう、また、余剰電力の活用策について十分な検討時間が得られる

よう配慮すること。 

Ｓ２ 太陽光発電設備を継続して活用できる維持管理に対する支援、蓄電

池の導入、自家消費を後押しするための支援など、太陽光発電の長

期安定電源化の実現のため、必要な措置を早急に講じること。 

Ｓ３ 太陽光パネルの耐用年数経過に備え、リサイクル技術の確立、再利
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用を円滑に実施できる制度、安全な廃棄や処分のルールを策定する

とともに、地域ごとのサポート体制の構築を図ること。 

 

４ 更なる木質バイオマス利用の促進のため、小規模の発電事業に対応する

買取区分の細分化や地域産の燃料を使用したバイオマスに対して特段の配

慮をもって買取価格を設定するなどの改善に努めること。 

 

５ ＦＩＴ制度で認定した設備でのトラブルを未然に防止するため、事業計

画に基づき適切に運用されているかを国において確認する仕組みを構築す

ること。 

 

６ 市民からの問い合わせなどに迅速に対応するため、地域ごとの相談窓口

の開設や地方自治体等への情報提供を適切かつ速やかに実施すること。 

 

＜４．エネルギーシステム改革の着実な推進＞ 

１ ２０１６年４月の電力小売全面自由化及び２０１７年４月のガス小売全

面自由化の開始以降、国や事業者による積極的な普及啓発活動により、新

規事業者と契約した割合は、電力が約１３％、ガスが約１１％と着実に自

由化の成果が出ているが、消費者が自然エネルギーを積極的に選択するに

は至っていない。 

  一方で、民間企業の一部では、ＲＭ１００など、自然エネルギーを積極

的に選択する動きがあり、今後、このような動きを国民全体に普及啓発す

るためには、小売り事業者による電源構成やＣＯ２排出量の開示が必要で

ある。 

また、 非化石価値取引市場」の創設等により、今後、電源構成やＣＯ２

排出量の表示ガイドラインの改定が見込まれる。 

そのため、国においては、国民が誤解することなく、理解しやすい表示

方法を検討するとともに、明示を義務化すること。 

 

２ 電力システム改革を機に、市域内の温室効果ガスの削減量を把握する際

に必要となるデータの収集が困難になっている自治体が相当数に達してい
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る。 

  エネルギー消費量の現状把握は、温室効果ガス削減等の取り組みを進め

ていく上での基礎データとして必須であるため、国の責務として、自治体

ごと、地区ごとの消費電力量や自然エネルギーの発電規模など、各種エネ

ルギーデータを提供する仕組みを早急に確立すること。 

 

３ 当協議会は、これまで電力系統の強化や運用改善により、自然エネルギ

ーの受入量を最大化するよう度々、提言をしてきた。 

  今秋より、地域間連系線の取引に 間接オークション方式」が採用され

ることや、コネクト＆マネージといった欧州に倣った円滑な系統運用によ

り自然エネルギーの受入量の最大化を推進する国の方針が決められた。 

  今後、 間接オークション」開始に伴う地域間連系線の利用改善状況をモ

ニタリングするとともに、日本版コネクト＆マネージの制度設計にあたっ

ては自然エネルギーが最大限活用されるような電力系統の整備・運用を検

討すること。 

 

４ 従来の託送制度では電力系統の双方向化等が考慮されておらず、分散型

エネルギーの導入に託送料金のコストが大きな障壁となっている。電力の

地産地消を促進するため、ＩｏＴ技術の活用など、分散型エネルギーの普

及を後押しするとともに、国で議論している託送制度の抜本的な見直しを

早期に進めること。 

 

５ 需要家に低廉で安定的な電力を提供するため、卸電力市場の自然エネル

ギーの取引量を増やし、市場の活性化を図ること。また、今年５月に初取

引が行われた 非化石価値取引市場」においては、自然エネルギーの導入

拡大を前提とするとともに、低調な入札であったことを踏まえ、入札制度

の改善や非化石価値の向上について検討を行うこと。 

 

６ 発送電分離については、その実効性を確実なものとするため、旧一般電

気事業者の小売部門と新電力との公正な競争を実現すること。 
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提言３．水素社会の実現 

水素社会の実現に向け、昨年１２月に国が発表した（ 水素基本戦略」において

は、当協議会にて要望してきた水素インフラの整備や自然エネルギー由来の電

力を活用した水素利用などについての意見が反映され、２０５０年を見据えた

今後の目標や方向性が具体的に示された。 

我々、 指定都市自然エネルギー協議会」としては、国と一体となり、国民が

水素に対する理解を深める機会を提供し、水素エネルギーの円滑な導入に向け

た環境づくりを進めていく所存である。 

 

そのため、国においては、省庁横断的に水素ステーションなどのインフラ整

備や住宅用（・産業用燃料電池の利活用、ＦＣＰやＦＣバス等の導入を着実に推進

するため、その導入やエネルギー貯蔵等の研究開発、自然エネルギー由来の電力

を活用した水素利用について財政支援を拡充するとともに、利活用機器の価格

低減に向けた取組の推進や、安全性の確保を前提とした規制緩和を速やかに進

めること。 
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平成３０年７月２３日 
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副会長 浜 松 市 長  鈴木  康友 
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